
自動車整備士養成講習＜実技試験免除講習＞についてご案内いたします。 

 

受講希望の方は申込書に必要事項を記入し、受付場所までお越しください。 

二級２０名、三級２４名を定員とさせていただきます。 

申込のタイミングによっては既に定員となっている場合があります。予めご了承ください。 

１．募集する講習の種類・費用について                                  ＜税 込＞ 

講 習 の 種 類 受 講 料 教 材 費 合  計 ご 注 意 

二 級 ガ ソ リ ン 自 動 車 講 習 
\55,000- 

\5,536- 
\60,536- 

※三級自動車ガソリン・ 

エンジン講習を 

受講希望の方は、 

基礎講習も 

必ず受講してください。 

（\110,000-） （\115,536-） 

三級自動車ガソリン・エンジン講習 
\38,500- 

\3,886- 
\42,386- 

（\77,000-） (\80,886-) 

基 礎 講 習 
\22,000- 

\2,090- 
\24,090- 

（\44,000-） (\46,090-) 

※教材費は諸事情により変更となる場合があります。ご了承ください。       注）受講料、合計欄の（）内は会員外価格 

 教 室 の ご 紹 介  

〇高松本教場（香川県自動車技能教育センター内） 所在地：高松市香西東町２７８-1 ＴＥＬ：０８７－８８１－４１７１ 

受 講 資 格 に つ い て 

〇二級ガソリン自動車講習：三級整備士合格後、講習の修了日までに３年以上の実務経験を有する者。 

〇三級自動車ガソリン・エンジン講習：講習の修了日までに１年以上の実務経験があり、かつ１６歳以上の者。 

（（ 高校・大学等で機械・電気・電子に関する学科修了された方は、実務経験の必要年数が短縮される場合があります。お問い合せ下さい ）） 

 

２．講習実施時期等について 

講 習 の 種 類 講 習 の 予 定 時 期（講習回数） 講 習 日（曜日） 総講習時間 

二級ガソリン自動車講習 令和６年  ５月２７日～令和６年 ９月１３日（計４３回） 週３回（月・水・金曜日） 120.0 時間 

三級自動車ガソリン・エンジン講習 令和６年  ７月 １日～令和６年 ９月１８日（計２９回） 〃 83.0 時間 

基 礎 講 習 令和６年  ５月２９日～令和６年 ６月２８日（計１４回） 〃 38.0 時間 

  ※講習日は例外を除き、平日、午後６時から午後９時までです。日程は変更、追加となる場合があります。 

  ※修了者は自動車整備士技能検定試験の実技試験が 2 年間免除になります。修了には出席率と試験成績が一定基準に達していることが必要です。 

 

３．申込期限・受付場所について 

受講希望の方は申込書に必要事項を記入し、受付場所までお越しください。【申込書は当会ホームページより取得できます】 

なお、受講費用のお支払いは ５月１７日まで にお支払いをお願いします。 

申 込 期 間 令和６年 ４月３０日（火）まで 受 付 場 所 
(一社)香川県自動車整備振興会（Tel:087-881-4321） 

香川県自動車技能教育センター（Tel:087-881-4171） 

 

４．その他注意事項について  ５．教育訓練給付制度のご利用について 

１） 申込者の都合により受講を中止する場合は、受講料は原則として
返金できませんのでご了承願います。 
 

２） 会員外の方は受講料のみ上記金額の２倍（（）内の金額）になりま
す。（教材費は会員価格と同じ） 

 
本制度は厚生労働省が運営している新しい給付制度です。利用するには厚生労
働大臣が指定する講座を受講し、開講日において雇用保険の被保険者期間が３
年以上ある方（H19.10.1 以降、初回の利用に限り、1 年以上で受給が可能で
す。）で、本人が受講のために支払った経費（受講料、教材費）の２０％に相
当する額が受講終了後に支給申請手続きをすることにより、国（ハローワーク）
から給付金として戻ってきます。当施設で開設している下記の講習が厚生労働
大臣指定講座となっています。 
○二級ガソリン自動車講習  ○三級自動車ガソリン・エンジン講習 

なお、詳細については窓口（教育課）までお問い合わせ願います。 

 

☆☆☆その他不明な点がございましたら、下記までお問い合わせ下さい☆☆☆ 

〒７６１－８０１３ 高松市香西東町２７８-１ 

一般社団法人香川県自動車整備振興会 教育課 

ＴＥＬ０８７－８８１－４１７１／ＦＡＸ８８１－４３８６ 

令和６年度前期 自動車整備士養成講習＜実技試験免除講習＞のご案内 


